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口禾

島

芳

男

西
琳
寺
は
旧
南
河
内
郡
古
市
町
字
薬
師

(現
大
阪
府
羽
曳
野
市
占
市
二
丁
目
)
に
そ
の
跡
を
存
し
て
今
は
高
野
山
真
言
宗
に
属
し
、
現
住
水
谷
良
観
師

一
家
の
誠
実
な

努
力
に
よ

っ
て
境
内
は
清
浄

に
保
た
れ
て
い
る
。
当
寺
は
そ
の
遺
跡
か
ら
み
て
飛
鳥
時
代
中
期

の
創
建
と
考
え
ら
れ
、
天
平
時
代
に
は
伽
藍
も
完
備
し
た
が
、
平
安
時
代

以
後
よ
う
や
く
衰
え
た
と
こ
ろ
、
建
長
六
年

(
一
二
五
四
)
三
月
西
大
寺
叡
尊
の
来
化
を
迎
え
て
か
ら
律
院
と
な
り
、
堂
舎
も
相
当
修
造
さ
れ
て
、
し
だ
い
に
復
興
の
運

に
向
か

っ
た
。
当
寺
の
根
本
史
料
と
し
て
知
ら
れ
る

『
西
琳
寺
文
永
注
記
』
お
よ
び

『
西
琳
寺
流
記
』
各

一
巻
は
い
ず
れ
も
右

の
律
院
化
の

後
に

成
立

し
た

も

の
で
あ

る
。

①

ま
ず

『
西
琳
寺
文
永
注
記
』
は
そ
の
首
に

「
河
内
国
古
市
郡
西
林
寺
事
、
条
々
」
と
あ
る
通
り
、
当
寺

の
創
建

・
沿
革

に
関
す
る
注
進
と

い
う
べ
き
も
の
で
、
今

の
書

②

名
は
後
代
の
附
加
と
思
わ
れ
る
。
著
者
臼
浄
房
惣
持
は
叡
尊
の
弟
源
景
親
の
子
で
、
寛
元
四
年

(
一
二
四
四
)
幼
少
に
し
て
出
家
以
来
叡
尊
に
従
い
、
特
に
西
琳
寺
復
興

の
事

に
当
り
、
師
の
没
後
も
引
続
き
当
寺

の
住
持

で
あ

っ
た
人
で
あ
る
。

『文
永
注
記
』
は
尾
に

「
右
謹
披
二
旧
記

一、
粗
注
二肝
要
之
状
一如
レ件
、

文
永

八
年

(
一
二
七

一
)
三
月
廿
六
日
、
比
丘
惣
持
」
と
い
う
よ
う
に
、
寺
蔵
の
文
書

・
記
録
の
要
文
を
集
録
し
た
も
の
で
、
そ
の
目
的
は
叡
尊
の
当
寺
経
営
の
参
考
に
役
立
て
よ
う
と
す
る

と
こ
ろ
に
あ

っ
た
ら
し
い
。
そ
の
本
文
は
e
縁
起
事
、
口
寺
号
事
、
日
寺
官
事
、
四
堂
舎
事
、
田
僧
宝
事
、
因
奇
瑞
事
、
㈹
寺
務
事

の
七
箇
条
か
ら
成
り
、
そ
の
う
ち
8

縁
起
事

に
は
欽
明
天
皇

二
十
年
大
山
上
文
首
阿
志
高

一
族
が
寺
を
創
建
し
て
丈
六
阿
弥
陀
像
を
安
置
し
た
こ
と
、
ほ
か

一
二
の
異
伝
を
掲
げ
、
口
寺
号
事
に
は
古
く
は
多

く

「
古
市
寺
」
と
い
い
、
ま
た

「
西
林
寺
」
と
も
書

い
た
の
で
あ

っ
て
、

「
西
琳
寺
」

の
号
は
延
喜
以
後
に
見
え
る
と
あ
り
、
日
寺
官
事

に
は
奈
良
時
代
末
期
お
よ
び
平

安
時
代
前
期
の
記
録
か
ら
大
鎮

・
少
鎮

・
座
主

.
別
当
以
下
の
官
名
と
檀
越

の
名
を
摘
記
し
、
四
堂
舎
事
に
は
金
堂

・
宝
塔

・
講
堂

・
鐘
台

・
食
堂

・
東
西
僧
坊
等
が
天
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平
時
代
に
整
備
さ
れ
な
が
ら
延
喜
年
間
に
は
す

で
に
多
く
退
転
し
た
趣
を
そ
れ
ぞ
れ
の
資
財
帳
に
よ

っ
て
詳
記
し
、
な
お
同
筆
の
朱
書
を
も

っ
て
文
永
以
後
に
お
け
る
諸

堂
の
破
損

・
滅
失

・
修
造
の
状
況
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
㈲
僧
宝
事
に
は
天
平
年
間
の
現
住
僧

の
入
数
と
そ
の
異
動
お
よ
び
僧
衆
の
供
米

の
事
を
記
し
、
因
奇
瑞
事

に
は

女
帝

の
臨
幸

の
と
き
金
堂

の
地
が
裂
け
た
と
い
う
古
老
の
説
を
伝
え
、
㈹
寺
務
事
に
は
上
代
は
官
符
宣
を
も

っ
て
補
任
の
と
こ
ろ
、
近
古
以
降
そ
の
儀
が
久
し
く
絶
え
、

殊
に
康
平

・
承
暦
の
間
に
別
当
明
昭
が
寺
家
を
興
福
寺

一
乗
院
に
寄
進
し
て
以
来
、
そ
の
政
所

の
下
文
に
よ

っ
て
寺
務
を
執
行
し
た
次
第
を
歴
代

の
注
文

・
譲
り
状
な
ど

に
よ

っ
て
明
ら
か
に
し
、
終
り
に
弘
長
一..年

(
一
二
六
三
)
別
当
以
下
寺
官
が
名
字
を
住
持
に
寄
進
し
、
当
寺
を
長
く
戒
律

の
道
場
と
し
た
こ
と
を
特
筆

し
て
い
る
。

一

般
に
史
料
に
よ
る
手
堅
い
実
証
的
記
述
は
本
書

の
全
編
に
通
ず
る
特
長
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。

③

次

に

『
西
琳
寺
流
記
』

は
本
文

三
箇
条
あ
り
、

そ
の
8

当
寺
草
創

由
来
事

は
注

に

「
委
在
二
開
山
御
草

根
本
縁

起

一」

と

い
う

よ
う

に
、

か
の

『
文
永
注

記
』
縁

起
事

の

条

の
欽

明
天

皇

二
十
年
創
建
説

を
採

り
、
た
だ
金
堂
本
尊

丈
六
弥

陀

三
尊
以
下

三
十

三
体

の
尊
像

が
百
済

か
ら

渡
来

し
た
も

の
で
あ
る

こ
と
を

特
筆
し
、

末

に

「
自

へ欽

明
天
皇
廿
年

己
卯

(五

五
九
)

当
寺
草

創

一至

二
永
和

四
年

戊
午
年

(
=
二
七
八
y

八
百
廿
年

云

々
」

と
附

記

す

る
。

こ

の
永
和
四
年

は
本

書
の
成
㍍
年
代

と
察

せ
ら
れ

る

が
、
著
音

に

つ
い
て
は
手

が
か
り
を
得

な

い
.一
次

に
◎
当

寺
律
法
中

興
縁
起
事

の
条

に
は
、
む

か
し
鑑
真

和
尚

が
来
朝
、

律
法
を
興
行

し

て
以
来

、
当
与

は
た
び
た
び
律

院
と

な

っ
た
が
、
特

に

「
去
建
長
六
年

(
=

.五
四
)
春

頃
、

西
大
寺

思
円
上

人

(叡

尊
)
有

二御

下
向

一
、
於

二
当
寺

「勤
ー
二行
仏

事

{、
在

地
氏

人
深
生
二
信

心
一、
崇

敬
渇

仰
、

「
味
同

心
、

改
二
聖
道
家

一即
為

二
律
院

}、

永
定

二
西
大

寺
末
寺

鼻
56
、
若
西
大
寺
律

法
衰
微
之
時
、
可
レ
被

レ
移
レ
r

二
当
寺

【之
由
、
契
約

状
西
大
寺
在
レ
之

云

々
」

と

い

④

う
注

目
す

べ
き
記
載
が

あ
り
、

こ
の
末

に
も

「
西
大
寺

律

法
興
行

以
後

十

八
年

云

々
、

自

二建

長
六

一
至
二
永
和

四

一、

百
十

七
年
也
」

と

い
う
注

文
が
あ

る
が
、
著
者

の
名

は
依
然
不
明

で
あ
る
。

国
諸
堂

事

の
条

に
は
欽

明
天
皇

二
十
年
創

建

の
宝
塔
、

和
銅

七
年

(
七

一
四
)
再

興

の
金
堂
、
延

暦
年
中
建
立

の
講
堂

以
下
諸

堂

に

つ
き
永

和

三

⑤

年

(
=
二
七

七
)

に
至

る
ま

で
の
変

遷
、
修
造

の
次
第

を

摘
記

し
て

い
る
。

そ
れ
に

こ
の
条

で
は
叡

尊
を

開
山

長
老

、
惣
持

を

二
代
長
老

と
記

し
、
講

堂
本
尊
鷹
舎

那
仏

の
修
復

は
文
永

三
年

(
}
二
六

六
)
、
護
法
堂

の
建
立

は
建

治

二
年

(
一
二
七
六
)
、

い
ず

れ
も

開
山
長
老

の
発
願
、
勧
進

に

よ

っ
て
成
就

し
た

こ
と
、

真
,臼
堂

は
第

二
長

老

の
発
願

に
よ
り

正
安
年
中

(
}
二
九
九
ー

一
三
〇
二
)

に
造

立
さ
れ
、

そ
の
中
壇

の
十

一
面

観
音
像

は

正
中

元
年

(
一
三

二
四
)

こ
の
長
老

の
ト
...年

の
仏
事

に
際
し

て
造
立
さ
れ

た
こ
と
な

ど
、
文
永

以
来

の
当
寺

の
沿
革

を

知

る

べ
き
貴
重

な
記
事
を
多
く
載

せ

て
い
る
が
、

本
文

の
終
り

に
至

っ
て
も
著

者
名

は

つ
い
に
見

い
だ
す

こ
と

が

で
き
な

い
、
た
だ
末
尾

に
近

く
、

「
護
法
堂
廊
下
、

永

和

三
年

正
月

十

八
日
柱
立
、
香
海

大
徳
建

立
云

々
」

と
あ

る
に
よ

っ
て
、

こ
の
香
海

を
著
者

と
す

る
説
が
考

え

ら
れ

る
ば
か
り

で
あ
る
。

河
内
西
琳
寺
と
忍
性
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注

河
内
西
琳
寺
と
忍
性

①

『
大
日
本
仏
教
全
書
』
お
よ
び

『
続
群
書
類
従
』
所
収
。
仏
教
全
書
本
は
抄
本
ゆ
え
本
稿
の
引
照
に
は
類
従
本
を
用
い
た
。
そ
の
蹟
文
に
は

「
此
縁
起
者
、
当
寺
開
山
惣
持
大
徳

自
筆
草
案
之
写
也
、
旧
記
数
多
之
中
、
肝
要
証
文
抄

一
巻
出
之
者
也
」
と
あ
る
。

『群
書
解
題
』
本
書
の
項
参
照
。

②

『
感
身
学
正
記
』
寛
元
二
年
十
月
十
三
口
条
。

③

『
続
群
書
類
従
』
所
収
本
に
よ
る
。

こ
の
奥
書
に
は

「
干
時
文
安
三
年
丙
寅
文
月
中
旬
、
以
電
見
之
次
馳
卑
翰
畢
、
西
琳
住
寺
沙
門
高
算
」
と
あ
る
。
高
算
は
字
を
明
円
房
と
い

い
、
後
に
西
大
寺
中
興
二
十
九
世
長
老
と
な

っ
た
人

で
あ
る
。

④

建
長
六
年
は
叡
尊
が
西
大
寺
に
住
し
た
嘉
禎
元
年
か
ら

二
十
年
目
に
当
る
。

「
西
大
寺
律
法
興
行
以
後
十

八
年
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
推
歩
を
誤

っ
た
も
の
か
。
な
お
建
長
六
年

か
ら
永
和
四
年
ま
で
は
百

二
十
五
年
と
す
る
の
が
正
当

で
あ
る
。

⑤

『群
書
解
題
』
の
本
書

の
条
に
よ
れ
ば

「
当
寺
諸
堂
事
」
の
真
言
堂
の
項
の
文
末
の

「思
円
」

(叡
尊
の
字
)

の
二
宇
は
次
の
行

(護
法
堂
の
項
の
第

一
行
)
の

「
当
寺
開
山
長

老
」
の
注
で
あ
る
と
い
う
。
第
二
長
老
に
つ
い
て
は
左
様
な
注
記
は
見
当
ら
な
い
。
し
か
し
右
の
真
言
堂
の
項
に

「
当
寺
第
二
長
老
発
願
、
正
安
年
中
建
立
也
、
中
壇
十

一
面
観
音

像
者
、
十
三
年
御
仏
事
、
正
中
元
年
奉
造
立
供
養
者
也
」
と
い
う
記
載
に
よ

っ
て
逆
算
す
れ
ば
第
二
長
老
の
没
年
は
正
和
元
年
と
な
る
。
し
た
が

っ
て
開
山
長
老
を
叡
尊
と
し
、
第

二
長
老
を
惣
持
と
す
る
こ
と
に
年
代
上
の
不
都
合
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
思
う
に
西
琳
寺
で
は
、
は
じ
め
惣
持
を
開
山
と
し
た
が
、
後
に
改
め
て
叡
尊
を
追
請
し
て
開
山
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
本
稿
第
四
節
、
同
注
⑩
参
照
。

西
大
寺
叡
尊
と
西
琳
寺
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
叡
尊

の
自
伝
と
も
い
う
べ
き

『
金
剛
仏
子
叡
尊
感
身
学
正
記
』
の
建
長
六
年

(
一
二
五
四
)
の
条
に
、

三
月
九
日
、
下
「
著
河
内
国
西
琳
寺
東
顕
珍
上
野
房
家

一、

三
ケ
日
説
戒
、
初
日
顕
珍
寺
中
畠
五
段
捨
二
十
方
僧

一、
十
二
日
、

与
二
百
光

二
人
授
二
菩
蔭
戒

一、

十

三

日
、
入
二真
福
寺

【、
始
結
界
、

と
い
う
記
事
が
初
見
で
あ
ろ
う
。
同
記
に
よ
れ
ば
叡
尊
は
去
る
寛
元
四
年

(
一
二
四
六
)
二
月
河
内
磯
長
の
聖
徳
太
子
廟
に
参

っ
て
五
百
余
人
に
菩
蔭
戒
を
授
け
、
同
十

月
に
は
道
明
寺
に
お
い
て
河
内

一
国

の
諸
宿

の
文
殊
供
養
を
遂
げ
、

二
百
三
十
六
人
に
授
戒
し
た
。
そ
し
て
建
長
三
年

(
一
二
五

一
)
三
月

に
は

ま
た

河
内
に

お
も
む

き
、
安
楽
寺

の
釈
迦
像
を
供
養
し
て
百
余
人
に
戒
を
授
け
、
翌
四
年
七
月
に
も
同
国
泉
福
寺

に
お
い
て
説
戒
、
授
戒
し
た
。

い
ま
建
長
六
年

(
一
二
五
四
)

三
月
、
叡
尊
が
西
琳
寺

で
律
法
を
興
行
す
る
に
至

っ
た
の
は
、
寛
元
以
来
西
大
寺
流
の
教
線
が
生
駒
山
の
西
、
河
内
国
に
伸
び
、
特
に

南
河
内

に
ひ
ろ
が
る
発
展
途
上
の
で
き
ご
と
に
外
な
ら
な
か

っ
た
。
し
か
し
こ
の

一
挙
に
よ

っ
て
西
琳
寺

の
律
院
化
が
直
ち
に
成
就
し
た
と
み
る
の
は
も
と
よ
り
早
計

で

あ
ろ
う
。

『
感
身
学
正
記
」

に
よ
れ
ば
叡
尊
は
正
嘉

二
年

(
一
二
五
八
)
九
月
再
び
当
寺
に
住
し
て
二
百
五
十
余
人
に
授
戒
し
、
文
永
三
年

(
一
二
六
六
)

二
月
、
三
た

・:



び
来
住
し
て
二
百
三
十
人
に
戒
を
授
け
、
な
お
こ
の
年
十

二
月
に
は
か
の
真
福
寺
に
お
い
て
塔
供
養
を
遂
げ
、
和
泉

・
河
内

・
摂
津
三
箇
国

の
非
人

一
千
余
人
を
集
め
て

人
別
に
飲
食

・
斗
俵
を
与
え
た
と
い
う
。
西
琳
寺

の
律
院
化

の
機
運
は
こ
の
よ
う
に
寺
中
な

い
し
隣
寺
に
お

い
て
西
大
寺
流

の
律
儀
が
再
三
行
な
わ
れ
る
間
に
し
だ

い
に

高
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
律
院
化
を
可
能
な
ら
し
め
た
、

い
っ
そ
う
実
際
的
な
契
機
は
西
琳
寺

の
別
当
職
の
推
移
に
徴
し
て
見
い
だ
さ
れ
よ
う
。
か
の

『
西
琳
寺

文
永
注
記
』

に
よ
れ
ば
、
当
寺
の
寺
務
は
大
山
上
文
首
の
後
商
な
る
氏
人
の
相
伝
す
る
と
こ
ろ
で
、
康
平
六
年

(
一
〇
六
三
)
氏
人
文
清
明
は
西
琳
寺
別
当
職

を
そ
の
嫡

子
に
し
て
興
福
寺
に
い
た
明
昭
に
譲
り
、
明
昭
は
ま
た
承
暦
四
年

(
一
〇
八
〇
)

こ
れ
を
か
れ
の

一
族
に
し
て
法
弟
な
る
義
尊
に
譲

っ
た
。
し
か
し

こ
れ
よ
り
さ
き
別
当

明
昭
が
所
帯

の
寺
家
を

一
乗
院
に
寄
進
し
て
後
、
西
琳
寺
は
久
し
く
興
福
寺
の
配
下
に
あ

っ
た
が
、

い
ま
建
長
六
年

(
=

一五
四
)
叡
尊
の
当
寺

に
お
け
る
律
法
興
行
以

来
十
年
目
の
弘
長
三
年

(
=

　六

三
)
十
月
、
時

の
西
琳
寺
別
当
が
改
め
て
そ
の
職
を
寺

の
氏
人
に
譲
渡
す
る
に
至

っ
て
西
琳
寺

は
よ
う
や
く
そ
の
自
主
性
を
回
復
し
、

西
大
寺
流
の
律
院
と
し
て
の
新
し
い
発
展

の
道
に
踏
み
出
す

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

『
文
永
注
記
』
寺
務

の
事
の
条

は
前
記
の
通
り
、
代

々
の
注
文

.
譲
り
状
を
連

ね
て
寺
務
の
変
遷
を
た
ど

っ
た
ヒ
、
著
者
惣
持
の
記
文
を
加
え
て
い
う
。

私
日
、
依
二
此
等
状

一、
別
当
明
昭
以
二
当
寺

【寄
ニー
進

一
乗
院

一以
後
、
既
及
二
二
百
余
年

一

(中

略
)

侍
従
都
維
那
範
祐
別
当
、
弘
長
三
年
十
月
、
以
二別
当
職
一

(
荘

)

沽
ー
三
却
干
二
当
寺
氏
人
蔭
摩
守
源
憲
俊

・
兵
部
口
源
憲
経
両
入

一之
後
、

二
人
別
当
、
五
人
口
官
、

一
味
同
心
、
寄
三
ー
進
名
字
於
二住
持
三
宝

一、
停
ー
三
止
管
領
於
二
尽

末
来
際

一、
速
為
二
戒
律
弘
通
之
栖

一、
永
為
二
衆
僧
正
住
之
瑚

一突
、

右
の

『文
永
注
記
』
の
堂
舎
の
事

の
条
に
よ
れ
ば
、
西
琳
寺

の
律
院
化
が
決
定
的
と
な

っ
た
弘
長

・
文
永
年
間
に
は
旧
来

の
堂
舎
の
う
ち
既
に
そ
の
跡
を
と
ど
め
ぬ
も

の
、
礎
石
の
み
残
る
も
の
、
あ
る
い
は

つ
い
に
復
興
に
至
ら
ぬ
も
の
も
あ

っ
た
が
、
幸

い
に
金
堂

・
溝
堂

・
食
堂
は
備
わ
り
、
宝
塔
も
少
損
は
あ
り
な
が
ら
そ
の
形
を
存

す
る
上

に
、
さ
き
に
焼
失
し
た
南
大
門
の
跡
に
は
中
門
が
移
築
さ
れ
、
同
じ
く
被
災
し
た
東
僧
坊
の
再
建
、
崩
壊
し
た
築
垣
の
復
旧
に
加

え
て
歩
廊

.
鐘
台

.
湯
屋

の
再

築
も
行
な
わ
れ
、
さ
ら
に
正
応
三
年

(
一
二
九
〇
)
の
夏
、
す
な
わ
ち
叡
尊
入
滅

の
直
前

に
は
西
僧
坊
の
修
理
も
始
ま

っ
て
い
る
。
ま
た
か
の

『
西
琳
寺
流
記
』
の
当
寺

諸
堂
建
立
の
事
の
条
に
は
叡
尊
が
文
永
三
年

(
一
二
六
六
)
講
堂
の
本
尊
盧
遮
那
仏
の
修
復
の
た
め
に
勧
進
し
、
三
月
に
発
願
し
て
五
月
に
成
就
し
た
こ
と
、
同
ヒ
年
南

大
門
の
蓮
池
の
寄
進
を
得
た
こ
と
、
同
十

一
年
同
じ
く
篤
志
に
よ
り
地
蔵
堂
お
よ
び
開
山

の
住
坊
大
明
庵
が
寄
進
さ
れ
た
こ
と
、
建
治

二
年

(
一
二
七
六
)
に
は
ま
た
叡

尊

の
発
願
、
勧
進
に
よ
る
護
法
堂
の
建
立
が
あ
り
、
本
尊
釈
迦
像
が
安
置
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
見
え
、

『文
永
注
記
』
の
記
載
と
合
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
記
事
を
読
め
ば
、

叡
尊
の
晩
年

に
お

い
て
、
西
大
寺
流
の
新
し
い
西
琳
寺
づ
く
り

の
た
め
に
必
要
な
施
設
が
着
々
行
な
わ
れ
て
い
た
次
第
を

う
か
が
う

こ
と
が

で
き

よ
う
。

『
感
身
学
正

河
内
西
琳
寺
と
忍
性

一169一

鱒



河
内
西
琳
寺
と
忍
性

記
』

に
従
え

ば
叡

尊

が
西
琳
寺

に
来

た
の
は
弘
安

四
年

(
一
二
八

一
)
が
最

後
ら

し
く
、
同
年

八
月
末

河

内

高
安

の
教
興
寺

か
ら
当
寺

に
ま
わ
り
、

九
月

一
日
曼

茶

羅
供

を
修
し
、

翌

日
西
大
寺

に
帰

っ
た
。

西
琳
寺

文
書

の
中

に

は

こ
の
年

五
月

二
十
六

日
の
太

政
官
牒

が

あ
り

、
寺
内

の
殺

生
を
禁

じ
、
寺

辺

に
お

け
る
狼
籍

と
諸
使

の
乱
入

を
と
ど

め
、

更

に

「
当
寺
荘

園
封
戸
、

或
代

々
別
当

恣
売

レ
之
、

或
処

々
妊
者
、

妄
奪
レ
之

、
於

二根

本
之

領

一者
、

不
レ
残

二
一
頃
之
地

一莫
、

而
近

年
篤
信

之
輩

、

帰
依
之

余
、
纏

割

二小

領

一、
寄
」

進
当
寺

一、
永

買
ー
二取

別
当

之
名

字

一、

令
レ
寄
ー
二附

住
持
之

三
宝

L

と

い
う
実

情

に
か

ん
が
み
、

「
然
則
自

レ
今

以
後
、

云
二
寺
領

一、

云

二寺

務

一、

仏
陀

之
外
不
レ
可
レ有

二別

主

一、
衆

僧
之
外

不
レ
可

レ令

二
執
務

一、
永

停
-
二
止
諸
方
狼

嗅

一、
宜

レ
禁
」
一断

一
人
張
行

一之
旨
L

を
明
示

し
て

い
る
。

幕
府

も
ま

た

こ
の
官

牒

に
も

と
づ

き
、

西
琳

寺
内

の
殺
生

を
禁
じ
、
守

護
使

の
入
部

を
と

ど
め
た

こ
と
は
同

じ
く
当
寺

の
文
書

の
う

ち
弘
安

六
年

(
一
二
八

三
)
六

月

八
日

の
将
軍
家

下
知
状

②

に
載

せ
ら
れ

た
通
り

で
あ
る
。

注

①

『
西
琳
寺
流
記
』
当
寺
律
法
中
興
縁
起
事
の
条
。
本
稿
第

一
節
参
照
。

②

こ
の
太
政
官
牒
お
よ
び
将
軍
家
下
知
状
は

『
興
正
菩
薩
行
実
年
譜
』
弘
安
四
年
五
月
二
十
六
日
条
お
よ
び
同
六
月
八
日
条
に
そ
れ
ぞ
れ
収
め
ら
れ
て
い
る
。

一一一170一

新
し
い
西
琳
寺

の
地
位
が
、
こ
の
よ
う
に
公
武
双
方
か
ら
保
障

さ
れ
て
ま
も
な
い
弘
安
八
年

(
一
二
八
五
)
十
二
月
、
叡
尊
は
そ
の

一
生
の
事
業
を
み
ず
か
ら
注
録
し

た

『
感
身
学
正
記
」
の
稿
を
終
え
る
と
と
も

に
諸
大
弟
子
を
招
集
し
て
西
大
寺

の
後
事
に

つ
き
付
嘱
す
る
と

こ
ろ
が
あ

っ
た
。
近
世
の
編
者
な
が
ら
右
の

『
学
正
記
』
を

は
じ
め
広
く
叡
尊
関
係
の
諸
資
料
か
ら
集
成
し
た

『
興
正
菩
薩
行
実
年
譜
』
の
同
月
八
日
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
招
か
れ
た
高
弟
は
般
若
寺
の
慈
道
房
信
空
、
泉
福
寺
の

戒
印
房
源
秀
、
海
龍
王
寺
の
長
禅
房
幸
尊
、
護
国
寺

の
本
照
房
性
喩
、
教
興
寺

の
如
縁
房
阿

一
と
西
琳
寺

の
日
浄
房
惣
持
の
六
人
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
付
嘱
の
辞
は
左
の

通
り
懇
切
を
極
め
た
も
の
で
あ

っ
た
。

老
僧
、
感
二
生
末
世

一、
幸
入
二釈
門

一、
剃
髪
染
衣
、
学
二
顕
密
法
一、
登
壇
受
具
、
興
」
一隆
人
法

一、
既
歴
二
八
十
五
年
春
秋

一、
今
積
二
四
十
九
歳
夏
臓

一、
上
求
下
化
、

(
斉

)

(
力

)

 自
利

々
他
、
善
業

漸
満

、
志
願

略

足
、

生
前

之
悦

亦

何

如
乎
、

向
後

以
二
当
寺
真

俗

二
諦
之

事

一、

付

:
二
嘱
汝
等

一、
汝
等

一
味
和
合
、
斎

志

鐵
口

、
住
」
一持

正
法

一、

利
ー
二
益
群

生

一、
撫
ー
二
育
徒
衆

一、
令

レ
成

二道
業

一、
若

能
爾

、

則
老
僧

又
何
慮
乎

、
寂

光
定
裡

、
合

掌

随

喜
、
カ

レ
之
、

至
嘱
、

右

の
惣

持

が
西
琳
寺

の
住

持

と
な

っ
た
年

次

に

つ
い
て

は

『
学

正
記
』

『
文
永
注

記
」

『流

記
』

は
何

も

語
ら

な

い
が
、

『
興

正
菩
薩

年
譜
』

に
は
建

長
六
年

(
一
二



五
四
)
三
月
、
叡
尊
が
初
め
て
当
寺
で
授
戒
し
た
こ
と
の
条
に
、

「
時
山
下
居
民
敬
二其
徳
一、
捨
レ
寺
以
献
、
菩
薩
革
二
教
寺

一為
二
律
場

一、

後
命
二
日
浄
持
公
一住
持
」
と

い
い
、
正
嘉

二
年

(
=

一五
八
)
九
月
の
条
に
は
叡
尊
が

「
又
依
二
日
浄
律
師
之
請

一、
赴
二
河
之
西
琳
寺

一」
と
あ
る
。
建
長
六
年
を
西
琳
寺
の
律
院
化

の
年
と
す
る
こ
と

に
つ
い
て
の
問
題
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
正
嘉
二
年
に
惣
持
が
既
に
西
琳
寺
に
住
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
可
能

で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も

っ
と
も

叡
尊
の
存
命
中
は
新
し
い
西
琳
寺
づ
く
り
の
た
め
の
諸
施
設
が
や
は
り
叡
尊

の
主
導
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
既
に
見
た

と
こ
ろ
で

あ
り
、

弘
安

十
年

(
一
二
八

七
)
h
棟
し
た
鐘
楼
も
叡
尊
の
建
立
に
係
る
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
は

『
流
記
』
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ

つ
た
。
し
た
が

っ
て
惣
持
自
身

の
西
琳
寺
長
老
と
し
て
の
業
績
は
、

自
然
正
応
三
年

(
=

↓九
〇
)
叡
尊
が
遷
化
し
た
後

に
こ
そ
著
わ
る
べ
き
で
あ

っ
た
が
、
そ
も
そ
も
惣
持
が
師
の
入
滅
後
も
長
く
西
琳
寺

に
と
ど
ま
る
に
至

っ
た
の
は
、

①

か
れ
自
身

の
意
志
よ
り
も
、
む
し
ろ
宗
門
の
後
事
を

一
任
さ
れ
た
鎌
倉
極
楽
寺
長
老
忍
性

の
計
ら
い
に
よ
る
こ
と
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
以
ト
先
年
紹
介
し
た
新
史
料
に

よ

っ
て
、
こ
の
間

の
事
情
を
改
め
て
追
究
し
よ
う
。

忍
性
は
叡
尊
と
同
じ
く
大
和
圏
で
生
ま
れ
、
貞
永
元
年

(
一
二
三
二
)
十
六
歳

の
と
き
母
を
失

っ
て
同
国
額
安
寺
で
剃
髪
し
、
そ
の
後
改
め
て
叡
尊

か
ら
受
戒
し
て
大

僧
と
な
り
、
般
若
寺

の
旧
跡

に
近

い
北
山
宿
で
文
殊
供
養
を
勧

め
、
慈
善
救
済
の
実
践
に
よ

っ
て
興
法
利
生
の
宗
旨
を
顕
彰
し
た
。

忍
性
は
か
ね
て
東
国
に
お
け
る
興
律

を
志
し
、

つ
い
に
叡
尊
の
許
し
を
得

て
建
長
四
年

(
一
二
五
二
)
関
東
に
下
り
、
常
陸
三
村
寺
に
止
住
す
る
こ
と
十
年
、
北
条

氏

一
族

の
帰
依
を
得

て
弘
長

二
年

(
一
二

六
二
)
叡
尊

の
鎌
倉
下
向
を
実
現
し
、
そ
の
後
極
楽
寺
長
老
と
し
て
幕
府
の
推
重
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
西
大
寺
流
の
興
隆
の
た
め
に
顕
著
な
功
績
を
積
ん
だ
。
正
応
元

②

年

(
一
二
八
八
)
八
月
忍
性
は
西
大
寺

に
上
り
、
叡
尊
か
ら
重
ね
て
灌
頂
を
受
け
た
。
時
に
叡
尊
は
八
卜
八
歳
、
忍
性
は
ヒ
十
二
歳
。
師
弟
た
が

い
に
最
後

の
会
見
と
思

い
定

め
た

こ
と
で
あ
ろ
う
し
、

こ
の
際
叡
尊
が
忍
性
に
対
し
、
西
大
寺
や
宗
門
の
将
来
に
つ
き
、
先
年
信
空
ら
六
大
弟
F
に
対
し
た
場
合

に
ま
さ
る
懇
篤
さ
を
も

っ
て
、

か
ず

か
ず
遺
嘱
す
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
叡
尊

の
入
滅
は
こ
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
年
後
の
正
応
三
年

(
一
二
九
〇
)
八
月
二
十
五
日

の
こ
と
で
あ
り
、

悲
報
は
翌
朝
差
立
の
早
飛
脚
を
も

っ
て
忍
性

に
伝

え
ら
れ
た
。
し
か
る
に
忍
性
は

「
悲
歎
無
レ
限
、
不
レ
尽
レ
事
之
間
」
、
直
ち
に

西
上

す
る
に
は
至
ら

ず
、

と
り
あ
え
ず
同
法
成
真
を
差
し
の
ぼ
せ
、
仏
事

の
用
途
を
届
け
た
。
し
か
し
叡
尊
入
滅

の
善
後
策
、
特
に
西
大
寺

の
後
住
の
選
定

に
つ
い
て
は
、
急
ぎ
忍
性

の
意
見

③

が
回
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
の
間
の
消
息
は
叡
尊
の
遺
弟
性
海
の
編
著

『
西
大
寺
興
正
菩
薩
入
滅
之
記
』

に
つ
ま
び
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
さ
き
弘
安
八
年

(
一
二
八
五
)
十

二
月
叡
尊
が
西
大
寺

の
後
事

に
つ
き
信
空

・
源
秀

・
幸
尊

・
性
楡

・
阿

一
・
惣
持
ら
大
和

・
河
内
の
諸
寺
に
住
す
る
高
弟

六
人
に
付
嘱
し
た
こ
と
は
前
掲

『
興
正
菩
薩
年
譜
』
に
見
え
た
通
り

で
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

『
入
滅
之
記
』

の
最
末
、
遺
跡
の
事

の
条
に
は
左

の
通
り
記
さ

河
内
西
琳
寺
と
忍
性
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河
内
西
琳
寺
と
忍
性

れ

て
い
る
。

当
寺
真
俗
二
諦
事
、
同
心
和
合
、
可
二
住
持
管
領
一之
由
、
去
弘
安
八
年
病
悩
之
時
、
被
レ
附
-
二
属
六
人
一畢
、
其
時

一
味
契
状
之
趣
、

撰
:
二
定

一
両
之

法
器
[、

可
レ

為
二
顕
密
之
師
範

一云

々
、
仰
粗
欲
二
沙
汰
試

一之
処
、
当
レ
干
二其
器
之
仁

一、
互
懐
二
謙
譲
之
思
一、
各
有
二辞
退
之
気

【、
然
間
、
依
レ
為
一二

門
之
宿
老

一、
可
レ
有
二計
管

領
一之
旨
、
申
ー
二送
極
楽
寺
上
人
一、
隆
賢
浄
賢
房
可
レ
勤
二使
節

}之
由
、
評
議
畢
、
為
二
彼
計
、
毎
事
令
二
治
定
一歎
、

右
の

「
顕
密
之
師
範
」
た
る
べ
き

「
一
両
之
法
器
」
が
叡
尊
没
後

の
嗣
法
に
ふ
さ
わ
し

い
者

の
意
味
を
も
こ
め
て
い
る
こ
と
は
当
時
既
に
暗
黙

の
う
ち
に
了
解

さ
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
い
ま
叡
尊
の
入
滅

に
際
会
し
、
そ
の
選
定
を
急
ぐ

べ
き
時
機
に
な

っ
て
も
、
そ
の
器
に
当
る
ひ
と
び
と
が
互

い
に
謙
退
し
て
容
易

に
決
し

難
か

っ
た
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ

っ
た
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
こ
う

い
う
宗
門
の
大
事
の
決
定
を

一
任
さ
れ
た
宿
老
忍
性
と
し
て
は
最
も
慎
重
な
考
慮
を
め
ぐ
ら
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
右
の
高
弟
六
人
の
中

で
も
信
空
と
惣
持
と
は
比
較
的
に
早
く
著
わ
れ
た
ら
し
い
。

『感
身
学
正
記
』
に
よ
れ
ば
信
空
は
額
安
寺

の
善
春
房
学
春
の
末
子
で
、
仁
治

三
年

(
=

一四
二
)
十

二
歳

の
と
き
、
惣
持
の
兄
信
玄
と
と
も
に
叡
尊

に
従

っ
て
出
家
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
二
十
余
年
を
経
た

文
永
年
間
、

叡
尊
が

般
若
寺
を

中
興

し
、
同
四
年

(
一
二
六
七
)
本
尊
文
殊
像
の
供
養
を
遂
げ
、
寺
を
西
大
寺

の
末
寺
と
し
た
と
き
、
信
空
は
師
の
命
に
よ

っ
て
こ
の
寺
に
住
し
、
以
来

二
十
四
年
、

つ
ね
に

叡
尊
の
興
法
利
生
の
業

を
助
け
、
み
ず
か
ら
も
名
望
を
得
た
。
な
お

『
興
正
菩
薩
年
譜
』
に
従
え
ば
、
か
つ
て
寛
元
三
年

(
一
二
四
五
)
八
月
二
十
五
日
夜
、
叡
尊
は
文

殊

の
出
現
を
感
じ
て
親
し
く
仏
性
三
摩
耶
戒
を
授
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
二
十
五
年
目
の
文
永
六
年

(
=

一六
九
)
叡
尊
は
右
の
大
聖
親
授
の
戒
法
を
信
空

に
伝
え
、
そ

の
付
嘱
記
の
末
に
、

「
若
此
印
可
レ
令
二
断
絶
一者
、
我
再
興
律
法
又
以
断
絶
、
律
法
与
密
教
、
於
一一
一
心

一如
二
日
月
一、
干
レ
時
文
永

六
年
八
月

廿
五
日
、

授
2

与
信
空
大

徳

一、
唯
授
二
一
人
一、
不
レ
可
レ
及
二
二
入
一、
西
大
寺
叡
尊
」
と
特
筆
し
た
と
い
う
。

こ
の
こ
と
は

『
学
正
記
』
に
は
見
え
な
い
し
、
殊

に

八
月
二
十
五
日
と

い
う
叡
尊

の

忌
日
に
係
け
た
点
か
ら
み
て
、

こ
の
所
伝
の
晩
出
性
が
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
と
に
か
く

こ
の
よ
う
な
話
が
伝
わ
る
の
は
信
空
が
叡
尊
の
特
別
の
信
頼
を
得
た
事
実
を
反
映
す

る
も

の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
惣
持
は
、
す
で
に
み
た
通
り
、
出
家

は
信
空
よ
り
二
年
遅
れ
て
寛
元
二
年

(
一
二
四
四
)

の
こ
と
で
あ
る
が
、
か

れ
に
は
叡
尊
と
の
俗
縁
が
あ
り
、
自
然
師
弟

の
関
係
も
親
し
か

っ
た
ら
し
く
、
出
家
後
十
年
余
り
で
早
く
も
西
琳
寺
に
入
り
、
以
後
住
持
た
る
こ
と
三
十
余
年
、
し
ば
し

ば
叡
尊

の
来
山
を
迎
え
て
そ
の
授
戒
伝
法

の
事

に
あ
ず
か
り
、
殊
に
か
の

『
文
永
注
記
』
の
編
修
に
み
ら
れ
る
、
す
ぐ
れ
た
歴
史
認
識
に
も
と
つ

い
て
当
寺
の
律
院
化

の

道
を
明
ら
か
に
し
、
ひ
い
て
河
内
に
お
け
る
西
大
寺
流
の
弘
布
に
尽
し
た
功
績
は
多
大
で
あ

っ
た
。
も

っ
と
も

『
西
琳
寺
流
記
』
に
、

「
若
西

大
寺
律

法
衰

微
之
時
、
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可
レ被
レ
移
レ
干
二
当
寺

一契
約
状
、
在
二
西
大
寺

こ

と
い
う

由
緒
に

つ
い
て
は
い
ま
傍
証
を
得
な
い
が
、
こ
れ
も
ま
た
叡
尊

の
惣
持
に
対
す
る
非
常
な
親
愛
の
念
を
投
写
し

た
伝
承
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
、
信
空

・
惣
持

二
大
遺
弟
の
間

に
甲
乙
の
差
を
付
け
る
こ
と
は
容
易
な
ら
ぬ

難
事
で

あ

っ
た
。

た
と
え
ば

九
月
二
十
九

④

日
、
叡
尊
五
七
日
の
仏
事
が
信
空
を
施
主
と
し
て
営
ま
れ
た
の
に
対
し

て
も
、
十
月
十
三
日
七
七
日
の
仏
事
に
は
惣
持
が
施
主
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

⑤

し
か
し

こ

の
難
問

に
対

す

る
忍
性

の
解
答

は
か
な
り

早

か

っ
た
。
河

内
延
命

寺
現
蔵

の
旧

西
琳
寺

文

書

の
中

に
左

の

一
通

が
あ

る
。

先

師
御

入
滅
、
錐

二
無
レ
力

次
第

候

一、

仏
法

衰
微
事
、

都

鄙
皆
大
歎

申
候
、

錐
レ
然
我

等
遺

弟
任

二
彼

素
意

一、

各

分
レ
手
、

弥
可
レ
守
ー
二
護
別

法

一候

也

、
入
・
者

貴
辺
無

二

殊
御

意
楽

一止
ー
二
住
貴
寺

一候

て
、
自

レ
山
西
諸

国
僧
尼

授
戒
伝

法
之

御
勤
、
不
レ
可
下
令

二閾

退

一給

上
候

也

、
各

互
勧

二

味
和
合

一、
今
更
可

二
相
励

一候
、
此
同

意

候
者
、

(隆
賢
)

山

川
無

二隔
之

煩

一候

歎
、

委
細
浄

賢
御

房
可
レ
被

二語

申

一候
、

恐

々
謹
言
、

十

一
月
十

九

日

沙

門

忍
性

(惣
持
)

謹
上

日
浄
御
房

こ
の
書
状
は
西
大
寺
の
使
僧
浄
賢
房
隆
賢
か
ら
事

の
趣
を
聴
取
し
た
忍
性
が
隆
賢
に
託
し
て
日
浄
房
総
持
の
も
と
に
送

っ
た
も

の
で
、
そ
の
要
旨
は
惣
持
が
特
別
の
思

い
を
な
さ
ず
引
き
続
き
西
琳
寺
に
止
住
し
、
河
内
な
ど
生
駒
山
以
西
の
諸
国

の
僧
尼
に
対
す
る
授
戒
伝
法
に
努
め
、
な
お
諸
遺
弟
と
協
力
し
て
興
法
に
励
む

べ
き
こ
と
を

⑥

要
請
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
お
そ
ら
く
忍
性
は
こ
れ
と
同
時
に
信
空
に
対
し
師
の
遺
跡
を
継

い
で
西
大
寺
に
住
す

べ
き
旨
を
さ
と
し
た
書
状
を
草
し
、

こ
れ
を
も
隆
賢
に

携
行
さ
せ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
信
空
と
し
て
は
本
来

の
謙
退
に
加
え
て
、
多
年
の
同
法

に
し
て
、
し
か
も
先
師
の
縁
者

で
あ
る
惣
持
に
対
す
る
遠
慮
も
あ
り
、

に

わ
か
に
忍
性

の
勧
め
に
従
う
に
は
至
ら
な
か

っ
た
。
同
じ
く
延
命
寺
現
蔵
の
旧
西
琳
寺
文
書
の
う
ち
十
二
月
十
八
日
付
西
琳
寺
御
房

(
惣
持
)
あ
て
信
空
書
状
は
来
た
る

く
じ

⑦

二
十

一
日
の
受
戒

の
間

の
事
を
探
に
よ

っ
て
定
め
る
手
筈
に

つ
き
惣
持

に
打
ち
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
本
文
よ
り
も
む
し
ろ
注
目
す

べ
き
は
そ
の
袖
書
に

「
西

大
寺
移
住
事

ハ
難
治
覚
候
之
間
、
極
楽
寺

へ
も
歎
遣
候
、
如
何
被
レ
申
候

ハ
ん
ず
ら
ん
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば

信
空
が

西
大
寺
入
山
辞
退
の
旨
を
極
楽

寺
忍
性
に
申
し
出
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
二
月
十
八
日
に
は
な
お
忍
性
の
回
示
を
得
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
西
大
寺

の
後
住

の
決
定
は
、
た
ぶ
ん
新
年

に
持
ち
越
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
信
空
に
西
大
寺
を
継
が
せ
、
惣
持
を
西
琳
寺
に
と
ど
め
る
と
い
う
忍
性
の
根
本
方
針
が
、

つ
い
に
変
わ
る
こ
と
な

く
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
、

そ
の
後
の
諸
史
料
に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

注

①

拙
稿

「叡
尊
没
後
の
忍
性
i
新
資
料
河
内
延
命
寺
文
書
に
よ
っ
て
」

(
『金
沢
文
庫
研
究
』
九
五
号
、
昭
和
三
十
八
年
十

一
月
)
参
照
。

河
内
西
琳
寺
と
忍
性
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河
内
西
琳
寺
と
忍
性

②

『感
身
学
正
記
』

『関
東
往
還
記
』

『
性
公
大
徳
籍
』

『
極
楽
寺
縁
起
』
。
な
お
拙
稿

「常
陸
三
村
寺
と
忍
性
」

(
『
金
沢
文
庫
研
究
』

一
九
五
号
、
昭
和
四
十
七
年
七
月
)
参

照
。

③

熊
原
政
男

「
西
大
寺
叡
尊
上
人
遷
化
之
記
井
嘆
徳

記
」

(
『南
都
仏
教
』
四
、
昭
和
三
十

二
年
)

に
よ
れ
ば

『
西
大
寺
興
正
菩
薩
入
滅
之
記
』
と
は
本
書
の
内
題
で
あ
り
、
流
布

本
に
は
極
楽
寺
本
と
山
城
棋
尾
西
明
寺
本
と
が
あ
る
。
本
稿
の
引
照
に
は
後
者
を
用
い
た
。
な
お
前
引
の

「
悲
歎
無
限
、
不
尽
事
之
間
」
も

『
入
滅
之
記
』
の
文
で
あ
る
。

④

『
西
大
寺
興
正
菩
薩
入
滅
之
記
』
没
後
修
善
事
の
条
。

⑤

本
節
注
①
に
い
う
新
資
料
延
命
寺
文
書
は
こ
こ
に
引
く
忍
性
書
状
と
次
に
示
す
信
空
書
状
の
二
通
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
が
西
琳
寺
か
ら
延
命
寺
に
移

っ
た
次
第
な
ら
び
に
延

命
寺
の
由
緒
に
つ
い
て
は
本
稿
第
四
節
お
よ
び
第
四
節
の
注
⑫
を
み
よ
。

⑥

こ
の
書
状
に
忍
性
が
い
う
と
こ
ろ
が
果
た
し
て
叡

尊
の
遺
志
に
そ
う
も
の
で
あ

っ
た
か
否
か
は
、
に
わ
か

に
断
じ
難
い
。
し
か
し
全
体
の
文
調
は
宿
老
忍
性
の
威
厳
を
よ
く
反
映

し
、
そ
の
説
得
力
を
推
察
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

⑦

信
空
書
状
の
全
文
は
本
節
注
①
の
拙
稿
に
引
照
し
た
の
で
、
こ
こ
に
は
省
略
す
る
。

四

正
応
五
年

(
一
二
九
二
)
八
月
、
忍
性

は
西
大
寺
に
上

っ
て
叡
尊
の
三
回
忌
の
仏
事
を
厳
修
し
、
そ
の
後
永
仁
年
間
に
は
東
大
寺
大
勧
進

.
四
天
王
寺
別
当
に
補
せ
ら

①

れ

て
い
よ
い
よ
上
方
の
仏
教
界
に
重
き
を
な
し
、
年
来
の
摂
津
多
田
院
造
営
事
業
を
進
め
る

一
方
、
越
前
敦
賀
津
の
升
米
を
西
大
寺
四
王
院

の
修
造
料
に
寄
せ
ら
れ
ん
こ

と
を
申
し
請
う
て
勅
許
を
飾

ま
た
さ
き
に
炎
上
し
た
磐

寺
の
金
堂
を
復
旧
し
て
丈
六
の
文
殊
像
婁

置
ゆ

さ
ら
に
蓼

寺
を
轟

ゆ

殊
に
永
仁
六
年

(
≡

九
⑤

八
)
に
は
西
大
寺
以
下

三
十
四
箇
寺
を
関
東

の
御
願
に
よ
る
祈
祷
寺
と
し
、
守
護
代

・
地
頭

・
御
家
人
等

の
濫
悪
を
と
ど
む
べ
き
旨

の
六
波
羅

御
教
書
を

申
し

下
す
な

ど
、
先
師
の
遺
業
の
護
持

の
た
め
貢
献
す
る
と
こ
ろ
多
大
で
あ

っ
た
。
正
安

二
年

(
=
二
〇
〇
)
叡
尊

に
興
正
菩
薩
の
号
が
下
賜
さ
れ
た
の
も
、
た
ぶ
ん
忍
性

の
奏
請
に

よ

っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

⑥

こ
の
忍
性
の
計
ら
い
に
よ
り
長
く
西
琳
寺
に
止
住
す
る
こ
と
に
な

っ
た
惣
持
は
ま
ず
永
仁
二
年

(
一
二
九
四
)
先
師
叡
尊

の
た
め
に
開
山
塔
宝
生
院
を
建
立
し
た
。

こ

れ
は
般
若
寺
が
同
じ
く
叡
尊
を
中
興
開
山
と
仰
ぐ

こ
と
に
対
応
す
る
施
設

で
あ

っ
た
。
同
六
年
、
西
大
寺
以
下

三
十
四
箇
寺
が
関
東

の
御
願
所
と
な

っ
た
と
き
、
西
琳
寺

⑦

も
般
若
寺
と
と
も
に
祈
祷
寺

の
列
に
入

っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
き
忍
性
は
左
の
ご
と
き
書
状
を
惣
持

に
送

っ
て
い
る
。

(東
脱
力
)

南
都
西
大
寺

以
下
僧

尼
寺

之
淵
余

ケ
寺
、

申
」
一成

関

・
御
願

所

一候
了
、

貴
寺

其
随

一
候
、

於

二
御

教
書

正
文

一者
、

留
」
一置

西
大
寺

一候
、

案
文

並
寺
号

注
文
令
レ
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進
レ
之

候
、

此
状

錐

二
不
レ
軸
事

候

一、

戒
律

之
陵
廃
、

仏
法
之

衰
微

、

夙
夜

歎
存

候
之

間
、

柱
串
行

候

了
、

弥

励
二
興

法
利

生

一、

如
説

修
行

之
大
道
令

レ
受

、

随
二
相

応

一候

之
様
、
可

レ
被

レ
触
ー
二仰

満
寺
之

諸
僧

一候
哉
、

恐

々
謹

言
、

永
仁
六五

月
十
六
日

沙
門
忍
性

西
琳
寺
長
老

こ
こ
に

「
貴
寺
其
随

一
候
」
と
い
う
の
は
忍
性
の
外
交
辞
令

で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
か
の
正
応
三
年

(
一
二
九
〇
)
十

一
月

十
九
日
の
書
状
で
、

「
無
二
殊
御

意
楽

」

西
琳
寺
に
と
ど
ま
り

「
自
レ
山
西
諸
国
僧
尼
授
戒
伝
法
之
御
勤
」
に
専
念
す
る
よ
う
に
言
い
渡
さ
れ
た
惣
持

の
気
持

に
対
す
る

暖
か
い

思
い

や
り
は

感
ぜ
ら
れ

舳
・
と
に
か
く
右
の
御
願
所
の
指
定
に
よ

っ
乙

不
門
に
お
け
る
西
琳
寺

の
地
位
が
定
ま

っ
た
ば
か
り
で
な
文

同
じ
永
仁
年
間
に
長
老
の
自
坊
と
し
て
宝
鏡
院
が
造
営
さ

⑨

れ
た

の
も
、
惣
持
に
と

っ
て
は
よ
き
慰
め
で
あ

っ
た
ろ
う
。
し
か
る
に
続
く
正
安
年
中

に
惣
持
が
真
言
堂

の
建
立
を
発
願
し
て
か
ら
ま
も

な
い
嘉
元
元
年

(
=
二
〇
三
)

七
月
、
忍
性
は
八
十
七
歳
を
も

っ
て
極
楽
寺

で
遷
化
し
た
。
得
難
い
経
営
家
で
あ

っ
た
こ
の
宗
門

の
最
長
老
の
入
滅
は
、
せ

っ
か
く
の

西
大
寺
流
の
隆

運
を

停
滞

さ
せ

⑩

た
。
西
琳
寺
に
お
い
て
も
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
著
し
い
発
展
を
見
ず
、
惣
持
も
正
和
元
年

(
=
一二

二
)
入
寂
し
た
。
年
は
八
十
歳
ぐ
ら

い
と
思
わ
れ
る
。
正
中
元
年

(
=
三

一四
)
に
は
惣
持
の
十
三
回
忌
の
仏
事
と
し
て
、
か
れ
が
か
つ
て
発
願
建
立
し
た
真
言
堂

の
中
壇

の
十

一
面
観
音
像
の
造
立
供
養
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

た
だ
こ
の
正
中
元
年

に
は
篤
志
の
寄
進
に
よ
る
太
子
殿
お
よ
び
客
坊
の
建
立
が
あ
り
、
そ
の
後
空
忍
が
長
老
の
と
き
諸
堂
を
修
造
し
、
将
軍
尊
氏

の
た
め
に
祈
祷
を
修

し
、
以
来
義
満

・
義
持

・
義
教

・
義
尚
等
歴
代
の
将
軍
か
ら
河
内
国
内
に
お
け
る
寺
領

の
安
堵
状
を
得
、
近
世
に
入

っ
て
も
本
堂

・
観
音
堂
等

に
赤
栴
檀
釈
迦
像
以
下

の

諸
像
を
安
置
し
、
文
書

・
旧
記
の
伝
存
す
る
も
の
も
多
か

っ
た
。
し
か
る
に
明
治
維
新
後

の
廃
仏
に
際
会
し
て
堂
舎
は
こ
と
ご
と
く
破
壊

さ
れ

て
宝
物
も
四
散
し
、
寺
は

⑪

ま

っ
た
く
廃
し
、
そ
の
後
わ
ず
か
に
薬
師
堂

一
宇
を
存
す
る
の
み
と
な

っ
た
。
し
か
し
幸

い
に
鎌
倉
時
代
の
当
寺

の
盛
容
を
し
の
ぶ
べ
き
か
の
釈
迦
像

は
同
じ
く
河
内
国

な
る
延
命
寺
に
移
さ
れ

て
今
も
そ
の
宝
蔵
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
前
引

の
延
命
寺
現
蔵
旧
西
琳
寺
文
書

二
通
も
た
ぶ
ん
右
の
釈
迦
像
と
同
時

に
延
命
寺
に
移

っ
た
も

の

で
あ
ろ
㍗

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
二
通
の
文
書
を
か
の

量
ハ正
菩
薩
入
滅
之
記
」
の
文
と
合
わ
せ
考
え
て
、
叡
尊
な
き
後
の
西
大
寺

・
西
琳
寺

の
住
持
決
定

の
経
緯
を

う
か
が
う
と
と
も
に
、
ま
た
こ
れ
ら
の
重
要
問
題
の
処
理
を

一
任

さ
れ
た
忍
性

そ
の
人
の
当
時
の
宗
門
に
お
け
る
信
望
と
勢
威
こ
そ
、
永
仁
年
間

の
上
方
に
お
け
る
か
れ

の
あ
ざ
ま
し
い
活
動
の
由
縁

で
あ

っ
た
と
い
う
認
識
を
深
め
た
こ
と
を
喜
び
た
い
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
現
在

の
西
琳
寺

は
戦
後
昭
和

二
十

一
年
宗
教
法
人
法
に
よ

っ
て
再
興
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
後
堂
宇

の
建
立
に
続

い
て
創
建
時
代
の
塔

の
心
礎
と
宝
生
院

河
内
西
琳
寺
と
忍
性
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河
内
西
琳
寺
と
忍
性

跡
か
ら
出
土
し
た
叡
尊

・
惣
持
ら
の
五
輪
塔
五
基
を
境
内
に
移
し
て
寺
観
を
整
え
て
い
る
。
今
後
と
も
現
住
の
い

っ
そ
う
の
精
励
に
よ
り
、
西
琳
寺
関
係

の
諸
資
料
が
寺

レ
み

内
に
整
備
さ
れ
、
殊
に
当
寺
と
忍
性
と
の
関
係
、
ひ
い
て
は
山
西
諸
国
の
西
大
寺
流
に
お
け
る
当
寺

の
主
導
的
地
位
の
解
明
に
も
役
立
て
ら
れ
る
な
ら
ば
、
ま
こ
と
に
学

界
の
幸

い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

注

①

拙
著

『叡
尊

・
忍
性
』

(吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
六
年
四
版
)

=
二
八
ペ
ー
ジ
以
下
。

②

拙
稿

「
晩
年
の
忍
性
と
西
大
寺
」

(
『
南
都
仏
教
』

二
四
、
昭
和
四
十
五
年
)
お
よ
び
同

「
西
大
寺
と
東
山
太
子
堂
お
よ
び
祇
園
社
と
の
関
係
」

(
『
日
本
歴
史
』
二
七
八
、
昭

和
四
十
六
年
七
月
)
。

③

『般
若
寺
歴
代
相
続
記
』

(
一
巻
、
未
刊
、
般
若
寺
妙
寂
院
蔵
)
第
九
十

一
代
伏
見
皇
帝
の
条
。

④

亀
田
孜

「東
征
伝
絵
縁
起
幽
考
」

(
『唐
招
提
寺
論
叢
』
所
収
、
昭
和
十
九
年
)
に
よ
れ
ば
忍
性
は
額
安
寺
塔
の
再
興
を
発
願
、
そ
の
本
尊
を
造
立
し
た
。
そ
の
事
実
は
法
隆
寺

現
蔵
六
角
厨
子
台
座
裏
銘
に
見
え
る
と
い
う
。
ち
な
み

に
忍
性
が

『東
征
伝
絵
縁
起
』
を
唐
招
提
寺
に
施
入
し
た
の
も
同
じ
く
永
仁
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。

⑤

西
大
寺
文
書
六
波
羅
施
行
案
に

「
可
禁
断
、
守
護
代
井
地
頭
御
家
人
等
、
於
西
大
寺
以
下
諸
寺
致
濫
悪
事
、
右
任
今
年
四
月
十
日
関
東
御
下
知
之
旨
、
可
致
沙
汰
之
状
如
件
」
と

い
い
、
関
東
御
祈
疇
諸
寺
と
し
て
西
大
寺

・
招
提
寺

・
大
御
輪
寺

・
額
安
寺

・
海
龍
王
寺

・
西
琳
寺

・
般
若
寺

・
大
安
寺

・
教
興
寺

・
速
成
就
院

・
浄
住
寺

・
泉
福
寺

・
真
福
寺

・

多
田
院
な
ど
の
僧
寺
と
法
花
寺

・
道
明
寺
な
ど
の
尼
寺
を
合
わ
せ
て
三
十
四
箇
寺
を
あ
げ
て
い
る
。

⑥

『
西
琳
寺
流
記
』
当
寺
諸
堂
建
立
事
の
条
、
高
屋
宝
生
院
の
項
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
開
山

・
第
二
長
老

・
道
明
寺
開
山

(超
運
)
お
よ
び
浄
意

.
空
忍
二
大
徳
の
石
塔
が
造
立
さ

れ
た
。

⑦

極
楽
寺
文
書
所
収
に
よ
る
。

⑧

か
の

「若
西
大
寺
律
法
衰
微
之
時
、
可
被
移
干
当
寺
」
と
い
う
契
約
の
こ
と
が
、
惣
持
の

『文
永
注
記
』

に
見
え
ず
、
ひ
と
り

『
流
記
』
の
み
の
所
伝
で
あ
る
の
も
、
そ
れ
が
惣

持
の
西
琳
寺
永
住
の
決
定
後
、
か
れ
に
対
す
る
同
情
か
ら
生
ま
れ
た
伝
承
で
あ
る
と
考
え
る
余
地
を
の
こ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑨

『
西
琳
寺
流
記
』
当
寺
諸
堂
建
立
事
の
条
。
次
の
真

言
堂
に
つ
い
て
も
同
じ
。

⑩

第

一
節
注
⑤
参
照
。
な
お
惣
持
の
法
兄
信
空
が
十

二
歳
で
出
家
し
た
こ
と

(
『感
身
学
正
記
』
)
か
ら
類
推
し
て
惣
持
も
寛
元
二
年

(
一
二
四
四
)
出
家
の
と
き
十
二
歳
で
あ

っ

た
と
す
れ
ば
、
正
和
元
年

(
=
一=

二
)
そ
の
入
滅
の
と
き
に
は
ち
ょ
う
ど
八
十
歳
と
な
る
。

⑪

『
西
琳
寺
流
記
』

『
後
鑑
』
お
よ
び
富
山
房
刊

『国
史
辞
典
』
西
琳
寺
条

(石
田
茂
作
解
説
)
参
照
。

⑫

延
命
寺
は
旧
南
河
内
郡
河
合
村
鬼
住

(現
大
阪
府
河
内
長
野
市
神
丘
)

に
あ
り
、
近
世
戒
律
復
興
に
尽
し
た
覚
彦
浄
厳
の
旧
跡
と
し
て
将
軍
綱
吉
や
伊
勢
神
戸
藩
主
本
多
氏
の
帰

依
に
よ

っ
て
取
り
立
て
ら
れ
、
現
在
墓
言
宗
御
室
派
に
属
す
る
。
第
三
節
注
①
所
載
の
拙
稿
参
照
。
な
お
寺
は
昭
和
四
十
四
年
十

一
月
火
災
に
あ

っ
た
が
、
宝
蔵
は
無
事
で
あ
り
、

再
建
工
事
も
進
捗
し
て
い
る
。

(昭
和
四
十
七
年
七
月
二
十
九
日
㌍
)
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(
附

記
)

本
稿
成

る
の
後
、
般
若
寺
住
職
工
藤
良
光
師

(真
言
律
宗
宗
務
長
)

の
示
教
に
よ
り
西
大
寺
所
蔵

の

『
光
明
真
言
大
帳
』
を

一
見
す
る
機
会
を
得
た
。

こ
れ
は
紙
本
墨

書

二
巻
、
明
応
三
年

(
一
四
九
四
)

八
月
西
大
寺

の
光
明
真
言
会

に
近
畿
の
諸
末
寺

三
十

三
箇
寺
か
ら
出
仕
し
た
衆
僧
の
交
名
を
寺
別
に
注
記
し
た
も

の
で
、
総
数
四
百

四
十

一
人
の
う
ち
西
琳
寺

の
五
十
七
人
が
最
も
多
数
を
占
め
、
般
若
寺

の
四
十
六
人
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
以
下
三
十
人
未
満

二
十
人
以
上
が
六
箇
寺
、
二
十
人
未
満
十
入
以

上
が
七
箇
寺
あ
り
、
他
は
十
人
未
満

で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
西
琳
寺

の
盛
況
と
そ
の
西
大
寺
流
に
お
け
る
地
位
を
物
語
る
好
史
料

で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
記
し
て
工
藤
師

の
好
意
に
報

い
る
次
第
で
あ
る
。

(
昭
和
四
十
七
年
八
月

二
十
三
日
)
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